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意 見 欄

。今回バブリックコメントに付された素案の審議過程に関して 平成

30年 12月 までの定例会資料しか公表されておらずイ平成 31年 3

月の定例会資料が公表されていないため、審議の最新情報が不明であ

る。パブリックコメントを実施するのであればf最新情報にっいて公
開することは必須である。/
0素案には経過措置の記載もなくイ 具体的案件への適用の有無等:事業

者が事業の実現可能性を判断するために必要な情報が不十分である〆

このような素案を元にパブリックコメントを求め、イ:条例制定をすると

いう手続きは不適当であリイ条例の詳細が決まった後/再度パブリッ

クコメントを実施すべきであるζ素案では事業者は予測可能性が見通

せない。/

・抑制区域の範囲が広すぎf基準が不明確でないかζ森林資源や自然災

害予防/生活環境の保全ζ景観保全イ文化遺産保全2極めて広汎で抽

象的な区域となっておリイ投網を掛けるような規制になるおそれがあ

る。森林法や砂防法など個別法律との整合性も明らかでない。́/´


